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凡   例 

1. 史跡及び名勝 菅田庵 の表記については、「菅田庵」と統一する。 

2. 計画書中に菅田庵と表記したものは、重要文化財建造物を示す。 

3. 菅田庵茶室と表記したものは、一畳台目中板の席と前室のみを指す。 

4. 庭園と表記したものは、重要文化財(附を含む)の敷地であって、サツキの生垣、建

仁寺垣、竹穂垣で囲まれた部分(各垣根も含む)を示す。 


